
 
 

個人情報ファイル簿（単票）   

   

個人情報ファイルの名称 こども発達センター利用者ファイル 

行政機関等の名称 浦安市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

浦安市福祉部こども発達センター 

個人情報ファイルの利用

目的 

こども発達センターを利用する児童及びその家族に対し提供するサービス（児童発

達支援、保育所等訪問支援、指定相談支援、外来による発達支援その他必要に応じ提

供する発達支援を含む）を適正に提供するため。 

記録項目 

１児童氏名、２住所、３児童生年月日、４年齢、５性別、６電話番号、８家族氏名、

９家族連絡先、10家族生年月日、11病歴及び診断歴、12通園・通学先、13発達検査結

果、14発達支援に関する記録（来所記録、電話記録、関連機関との連携記録） 

記録範囲 

・浦安市こども発達センター利用承認申請書を提出し、承認を受けた者 

・地域機関相談の依頼を市内保育園及びこども園から受けた者 

・指定相談支援の依頼を保護者から受けた者 

記録情報の収集方法 

・児童の保護者がこども発達センター利用承認申請時に提出した問診票並びに来所条

件調査票 

・児童への発達検査の実施 

・保護者への面談、電話相談対応 

・こども発達センターへの来所による児童発達支援事業のサービス提供 

・こども発達センターへの来所による個別又は小集団での発達支援 

・嘱託医による医師相談の実施 

・保育所等訪問支援事業ほか、児童の通う園への訪問 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨※ 
☑含む □含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）浦安市総務部法務文書課情報公開室 

（所在地）〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目１番１号 10階 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別

※ 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号（マニュアル処理

ファイル） 
政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ☑無 

備考 （問合せ）浦安市福祉部こども発達センター  電話番号：047-355-1124（代表） 

※ 該当する□にレ印をつけてください。 


